
平
成
二
十
年
三
月
四
日
受
領

答
弁
第
一
一
〇
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
一
〇
号

平
成
二
十
年
三
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
身
代

金
に
つ
い
て
の
同
国
国
会
に
お
け
る
証
言
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
誘
拐
事
件
の
際
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る

身
代
金
に
つ
い
て
の
同
国
国
会
に
お
け
る
証
言
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
と
し
て
身
代
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
一
切
な
く
、
ま
た
、
外
務
省
に
お
い
て
保

管
し
て
い
る
文
書
か
ら
も
、
御
指
摘
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
ア
カ
エ
フ
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
前
大
統
領

も
、
身
代
金
を
支
払
う
必
要
は
な
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
払
っ
て
い
な
い
旨
を
述
べ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
先
の

答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
八
〇
号
）
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
先
の
質
問
主

意
書
（
平
成
二
十
年
二
月
十
二
日
提
出
質
問
第
八
〇
号
）
八
で
お
尋
ね
の
「
証
言
」
は
全
く
根
拠
が
な
い
の
で
、
現
時
点
で
、

御
指
摘
の
者
に
確
認
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
の
キ
ル
ギ
ス
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
供
与
額
（
支
出
純
額
）
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
、
平
成

八
年
六
月
か
ら
平
成
十
一
年
五
月
に
か
け
て
交
換
公
文
が
締
結
さ
れ
た
「
マ
ナ
ス
空
港
近
代
化
計
画
」
、
「
ビ
シ
ュ
ケ
ク
・

オ
シ
ュ
道
路
改
修
計
画
」
及
び
「
社
会
セ
ク
タ
ー
調
整
計
画
」
の
円
借
款
案
件
の
実
施
が
進
み
、
資
金
の
支
出
が
進
ん
だ
こ

一



と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

当
時
の
現
地
対
策
本
部
長
は
、
三
橋
秀
方
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
国
兼
キ
ル
ギ
ス
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
御
指
摘
の
「
対
策
本
部
」
に
お
い
て
要
し
た
支
出
の
詳
細
等
、
お
尋
ね

の
支
出
の
詳
細
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
証
言
」
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
在
キ
ル
ギ
ス
日
本
国
大
使
館
よ
り
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
議
会
に
対
し
提
供
を

要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
国
議
会
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
、
同
国
議
会
に
お
い
て
、

御
指
摘
の
人
物
が
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
し
て
の
活
動
報
告
を
行
っ
た
後
の
質
疑
応
答
の
中
で
、
議
員
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、

キ
ル
ギ
ス
に
お
け
る
日
本
人
人
質
の
身
代
金
と
し
て
の
資
金
の
大
部
分
は
、
キ
ル
ギ
ス
の
官
僚
が
分
配
し
た
旨
述
べ
た
と
承

知
し
て
い
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

二



外
務
本
省
は
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
午
後
七
時
三
十
一
分
、
在
キ
ル
ギ
ス
日
本
国
大
使
館
よ
り
、
御
指
摘
の
「
証

言
」
が
な
さ
れ
た
と
の
報
道
に
つ
い
て
の
報
告
を
公
電
に
よ
り
受
信
し
た
。

十
及
び
十
二
に
つ
い
て

ア
カ
エ
フ
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
前
大
統
領
も
、
身
代
金
を
支
払
う
必
要
は
な
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
払
っ
て
い

な
い
旨
を
述
べ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六

九
第
八
〇
号
）
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
も
、
御
指
摘
の
と
お
り
と
考
え
る
。

三


